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探索の考え方



（総合）振興局農務課との事前相談の必要性 ①



（総合）振興局農務課との事前相談の必要性 ②

【 農業委員会で各法令に基づき所有者を探索 】

農地法施行令第18条（不確知所有者の探索方法）
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令第４条（不確知共有者の探索の方法）

所有者を全員確知 所有者の過半を確知 所有者の過半未満を確知 所有者の全くを確知できない

売買・貸借可能
農地バンク法・農地法可能

貸借可能
農地バンク法のみ

貸借可能
農地法のみ

市町村・農業委員会対応 市町村・農業委員会対応 北海道対応

〇 探索結果によって、対応できる法令も対応する行政機関が変わる。

〇 探索が不十分であった場合、所有者（探索の範囲内の相続人）の権利を侵害してしまう。

〇 探索を深堀し過ぎると、収拾がつかなくなる。

事前相談による適切な探索
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所有者不明農地の探索の範囲と判明する可能性のある相続人

登記名義人
（死亡）

配偶者

子 子

登記名義人が未婚の場合、戸籍から判明する相続人は、父・母となる。

探索の範囲

母父

探索の範囲

農地法の運用について
（農林水産省経営局長・農村振興局長通知）

第３ 遊休農地に関する措置
３ 法第32条関係
ア（エ）

登記名義人等の死亡が確認された場合には、令第20
条において準用する令第18条第4号により、登記名義人
等の戸籍謄本等を請求する。

登記名義人等の戸籍謄本等には、登記名義人等の相続
人たる配偶者と子が記載されており、これらの者の記載
された部分に限って最新の戸籍謄本等を確認すること。

所有者不明農地（相続未登記農地）の活用について
【事務マニュアル】（農林水産省）

※ 配偶者と子以外について探索する必要はありません。

とされているが
所有者不明農地（相続未登記農地）の活用について
【事務マニュアル】（農林水産省）

Q 配偶者と子以外について探索しなくてよい根拠はど
こにあるのですか？

A 政省令で、探索する範囲を登記名義人の戸除籍に記
載されている相続人までとしています。

とも記載されている。

農地法施行規則第64条の4第1号
農地バンク法施行規則第20条第1号
（略）戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続
人を確認すること。

登記名義人の戸籍から判明する相続人（探索の範囲）

登記名義人
（死亡）

配偶者

子 子 子の配偶者

孫

母父

兄弟姉妹

探索の結果、判明する可能性のある相続人

登記名義人が未婚の場合の探索範囲

登記名義人が未婚の場合



所有者不明農地の探索の流れ

所有者不明農地（相続未登記農地）の活用について【事務マニュアル】（農林水産省）より

配偶者・子の戸籍の附票を請求すると孫が記載されて
いる場合がある。

当該孫が、代襲相続により相続人となる場合は、当該
孫は、判明した所有者ということになることに留意



探索等のケーススタディ
（事例の紹介）



探索の結果、所有者が全く判明しないケース（例１）

当該農地の土地登記簿を請求し
登記名義人の氏名・住所を確認

判明している相続人がいない
当該農地の近隣の所有者等への聞き取り

近隣の所有者等は、登記名義人の氏名すら把握しておらず、
登記名義人がいつまでいたかも全く把握できない。

登記名義人の住所地に住民票
又は除籍を請求

住民票において該当なしの回答

文書番号
令和〇年〇月〇日

農業委員会
会長 〇〇 様

〇〇市町村長
〇〇〇〇

令和〇年〇月〇日付けで請求のありました
件について、下記のとおり回答いたします。

記

該当者は見当たらない。

該当者氏名 〇〇〇〇
住所及び本籍 〇〇〇〇〇〇〇
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令和７年度



探索の結果、所有者が全く判明しないケース（例２）

当該農地の土地登記簿を請求し
登記名義人の氏名・住所を確認

判明している相続人がいない
当該農地の近隣の所有者等への聞き取り

数十年前に、登記名義人が他者へ農地法第３条許可により
売却している旨、当時購入した者の氏名の情報提供あり

登記名義人の住所地に住民票
又は除籍を請求

住民票において該当なしの回答

文書番号
令和〇年〇月〇日

農業委員会
会長 〇〇 様

〇〇市町村長
〇〇〇〇

令和〇年〇月〇日付けで請求のありました
件について、下記のとおり回答いたします。

記

該当者は見当たらない。

該当者氏名 〇〇〇〇
住所及び本籍 〇〇〇〇〇〇〇

登
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税務部局へ確認したところ、固定資産税を購入したとされ
る者の相続人が支払っていることが発覚

購入したとされる者の相続人に当該農地の所有権を主張す
るかどうかを確認

※ 所有権を主張した場合、所有権移転登記をどう進めるかが問題になる。
※ 相続人は、農業を営んでいないことから、所有権移転登記が難航すると思われる。

所有権を主張しない旨を確認
今後は、土地登記簿のとおりの登記
名義人の土地として取り扱うことを
確認

情
報
に
基
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き
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者
を
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探索の結果、当該農地を自分の所有地として管理していた者が発覚したケース（例３-1）

令和７年度

当該農地の土地登記簿を請求し
登記名義人の氏名・住所を確認

登記名義人の住所地に住民票
又は除籍を請求

相続人が判明
【Aの農地】 【Bの農地】
〇 後妻の子の孫２名（a・b） 〇 孫２名（a・b）
〇 内縁の妻の子１名（c）

相続人 a・b 連絡を拒絶
ｃとは連絡が可能

c の情報
① Ｂが無くなる直前に、Ｂが所有している農地をｃに渡すと言った。
② ①の発言があったため、これまで（数十年）、固定資産税を納税し、委託等により管理を行ってきた。
③ 遺言書があると聞いている。

公正証書としての遺言書が発覚

特定遺贈となるが、cに３条資格がない

時効取得で所有権を取得することを確認
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探索の結果、相続人が判明するも過半権利を有する相続人と連絡がつかないケース（例３-2）

令和７年度

当該農地の土地登記簿を請求し
登記名義人の氏名・住所を確認

登記名義人の住所地に住民票
又は除籍を請求

相続人が判明
【Aの農地】
〇 後妻の子の孫２名 a（3/8） 〇 内縁の妻の子１名 c（1/4）

b（3/8）

a・b：連絡を拒絶
ｃ：貸付希望
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利用意向調査の実施

農地中間管理権の取得に関する協議の勧告
農業委員会 ⇒ a・b に対し勧告
農業委員会 ⇒ 農地バンクに対し通知

２か月経過後

裁定申請
農地バンク ⇒ 都道府県知事

知事裁定
農地バンクによる借入

促進計画
農地バンクからの貸付

勧告から６か月以内

過
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